
委員会・WG 規程 

 

（目的） 

第 1条  定款第 43 条により設置する委員会・WG の組織及び運営に関し、定款に別に定めるものの他こ

の規程に従うものとする。 

2  WG についてこの規程を適用するときは、次条から第 10 条までの規定中の字句を次のとおり読

み替えるものとする。 

 

読み替えられる字句 読み替える字句 

委員会 WG 

委員会委員 WG メンバー 

委員 メンバー 

委員長 WG リーダー 

副委員長 サブリーダー 

 

（種類） 

第 2条  委員会の種類及びその職務は、別表に定めるとおりとする。 

 

（組織） 

第 3条  委員会委員は、原則として当協会会員、学識経験者のうちから、理事会の決議を経て会長が委

嘱する。また、必要に応じ委員とは別にオブザーバーを置くことができる。 

2  委員の所属・氏名は、原則として公開する。 

3  委員長、副委員長、委員は、原則、他の委員会を兼ねることはできない。 

4  1 会員団体・企業からは、原則、委員長、副委員長、委員を含めて 3名以内とする。 

 

（委員の任期） 

第 4条  委員の任期は定款第 43 条第 6項のとおりとする。但し、再任を妨げない。 

2  委員の任期が満了となったとき、委員、会長双方から特別の申し出がない限り自動的に再任さ

れるものとする。 

 

（委員長及び副委員長） 

第 5条  委員会に委員長 1名を置き、副委員長 2名以内を置くことができる。 

2  委員長は会長がこれを委嘱し、副委員長は委員のうちから委員長の同意を得て会長が委嘱する。 

3  委員長は、委員会の公務を総理し、会議の議長となる。 

4  副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは予め定めた順位に従い、その職務を代行する。 

 

（委員会の招集） 

第 6条  委員会は、会長の要請あったときその他必要に応じて委員長が招集する。 

2  委員長は、必要があると認めるときは、会議の招集を行わず、書面をもって委員の意見を求め



ることにより、各委員会の決議に換えることができる。この場合においては、委員長はその結果

について、各委員に報告しなければならない。 

 

（委員会の議事） 

第 7条  委員会の議事は、出席委員の過半数で決するものとし、可否同数のときは、議長が決するとこ

ろによる。 

 

（答申） 

第 8条  委員長は、会長の諮問に応じ、また、委員会に属する事項に関し、その審議の結果を当該委員

会の意見として会長に具申する。 

2  意見の具申は、書面又は口頭を以って行う。 

3  口頭を以って意見の具申を行うときは、理事会に出席して行うものとする。 

 

（議事録） 

第 9条  各委員会の審議については、その経過及び結果の概要を記録した議事録を作成する。また、そ

の写しを日展協事務局に提出する。 

 

（業務の実施） 

第 10 条  委員長は、所掌する職務の執行は、理事会の議決を経たのちに行うことができる。 

 

（その他） 

第 11 条  この規程に定めのない事項であって緊急かつ必要な事項は、理事会で決定する。 

 

（改廃） 

第 12 条  この規程の各条項は、理事会の審議を経て変更できるものとする。 

 

附則 

この規程は、平成 25 年 12 月 10 日から施行する。 

この変更規程は、令和元年 12 月 10 日から施行する。 

この変更規程は、令和 3年 4 月 8 日から施行する。 

  



委員会の種類と職務 

 

委員会名 職 務 

総務委員会 

1． 日展協全般の管理統括（予算・決算、事業計画のとりまとめ・報告） 

2． 長期ビジョンの策定、定款、規程の変更 

3． 会員メリットの増大 

4． 行政・展示会関連団体との対応・交流 

5． 新規の入会審査・チェック業務 

6． 日展アワードに代わる新しい顕彰制度の検討 

7． その他、政策・総務に関わる事業 

事業推進委員会 

1． 日展協の柱的存在となる新たな事業の研究・開発、企画・推進 

2． 会員データベースの構築業務 

3． 新設ワーキンググループの管理運営 

4． 各委員会間の連携促進 

5． その他、事業推進に関わる事業 

展示会場委員会 

1． 展示会場との意見交換・提言 

2． 安全・危機管理対策の策定・提言（安全性問題検討 WG との連携） 

3． 地方会場・地方自治体との交流促進 

4． その他、展示会場に関わる事業 

人材育成委員会 

1． 講演会・セミナーの企画・実施 

2． インターンシップの実施 

3． 外部団体との連携による実務勉強会・研究会の検討・実施（国際化推進委

員会・他団体との連携） 

4． 国際的な資格制度の導入・運営検討 

5． その他、人材育成に関わる事業 

広報委員会 

1． 日展協の活動広報を通した展示会業界への認知度向上 

2． 会員向けニュースのメール配信 

3． 日展協ホームページの制作・運営管理 

4． 国内外に向けた日展協の活動に関する情報発信 

5． 国際化推進委員会、MICE・万博連携推進 WG との連携強化 

6． その他、広報に関わる事業 

国際化推進委員会 

1．展示会の国際化推進(セミナー開催、海外展訪問等) 

2．日展協の国際化推進(海外関係団体との連携・窓口業務等) 

3．諸外国の展示会や政策の研究・発表 

4．海外視察ツアーなどを通した海外情報の収集 

5．その他、展示会国際化推進に関わる事業 

  



入会促進委員会 

1． 入会促進の強化 

2． 専門誌・一般紙を通しての勧誘活動 

3． 各種行事への未加入団体・企業の招待 

4． その他、入会促進に関わる事業 

会員交流 
企画運営委員会 

1． 会員交流の各種イベントの企画･運営 

2． 会員のビジネスチャンス拡大に向けたイベントの企画・運営 

3． ダイバーシティー推進のためのイベント企画・運営 

4． 女性の活躍推進委員会の活動内容を引き継ぎ、さらに推進 

5． その他、会員交流促進に関わる事業 

調査・標準化委員会 

1． 展示会に関わる様々な調査企画・実施・分析 

2． 日本で開催される展示会の実態調査の企画・実施 

3． 展示会認証制度の推進 

4． 各調査のリリース 

5． その他、統計・標準化に関わる事業 

 

 

WG の種類と職務 

 

WG名 職 務 

安全性問題検討 WG 
1． 自然災害時の対応策の統一化に向けた検討 

2． 展示会現場における事故防止・火災予防・疫病発生時等に対応 

環境問題検討 WG 
1． 循環型社会における展示会の在り方に関しての研究・提言などを行う 

2． 展示会にけるゴミ問題等に関する対応検討も行う 

MICE・万博連携推進 WG 

1． MICE の一員として関連各団体との連携強化 

2． 大阪万博における展示会業界のビジネスチャンスを拡大させる 

3． IR 関連情報も共有 

 


